
 

 

地方独立行政法人天王寺動物園中期計画等の策定及び評価に関する規程 

 

令和３年４月１日 

 

(目的) 

第１条 この規程は、地方独立行政法人天王寺動物園業務方法書第 19条に基づ

き、地方独立行政法人天王寺動物園における中期計画の作成及び年度計画の

決定（以下「中期計画等の策定」という。）並びに中期計画及び年度計画（以

下「中期計画等」という。）に基づき実施する業務の評価等（以下併せて「中

期計画等の策定及び評価等」という。）について必要な事項を定めることを目

的とする。 

 (定義) 

第２条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。 

（１）「中期目標」とは、地方独立行政法人法（以下「地独法」という。）第 25

条に規定する中期目標をいう。 

 （２）「中期計画」とは、地独法第 26条に規定する中期計画をいう。 

 （３）「年度計画」とは、地独法第 27条に規定する年度計画をいう。 

 （４）「業務実績等報告書」とは、地独法第 28条第 2項に規定する報告書をい 

う。 

 (中期計画等の策定及び評価等の体制) 

第３条 中期計画等の策定及び評価等に関する重要事項に係る審議は理事会で

行う。 

第４条 総務課は、中期計画等の策定及び評価等に関する事務を司る。総務課は、

次条に定める各課等からの報告やモニタリング等を踏まえ、中期計画等及び

業務実績等報告書の案を作成し、理事会に付議する。 

２ 前項の業務に際し、業務手順に沿わない業務執行の把握をするとともに、必

要に応じ、外部有識者の助言を得ることができる。 

第５条 総務課は、中期計画等の策定及び評価等のため、中期計画等の項目及び

評価基準ごとの各課等を指定する。 

２ 前項の各課等は、現場の意見も踏まえたうえで、総務課と協力し、それぞれ

の担当項目又は評価基準にかかる中期計画等の策定及び評価等のため、中期

計画等の業務実績及び課題に対する改善方策並びに過去の大阪市長による評

価及び大阪市地方独立行政法人天王寺動物園評価委員会の意見等を業務運営

の改善に反映させた結果を総務課に報告する。 

(中期計画等の策定) 

第６条 理事長は、第３条に定める理事会での審議を踏まえ、中期計画を作成す



 

 

る。 

第７条 理事長は、第３条に定める理事会での審議を踏まえ、年度計画を定める。 

第８条 理事長は、第３条に定める理事会での審議を踏まえ、自己評価を含む

業務実績等報告書を決定する。 

第９条 自己評価、大阪市長による評価及び大阪市地方独立行政法人天王寺動

物園評価委員会の意見等を、中期計画等の策定、業務運営の改善、運営費交付

金を原資とする予算の配分等に活用するものとする。 

(委任) 

第 10条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、理事

長が別に定める。 

 

附則 

（施行期日） 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

 


